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平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法（平成
23年法律第117号）が公布されました。
これにより、所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について
源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源
泉所得税と併せて国に納付しなければならないこととされました。
（注） 租税条約の規定により、所得税法及び租税特別措置法に規定する税率以下の限度税率が適用される場合には、復興特別所得税は課されません。

　

　源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1％相当額とされており、復興特別所得税は、所得
税の源泉徴収の際に併せて源泉徴収することとされています。
　実際には、次のとおり、源泉徴収の対象となる支払金額等に対して、所得税と復興特別所得税の合計税率を乗じて計算した
金額を徴収し、1枚の所得税徴収高計算書（納付書）で納付します。
（注） 給与等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収については次の2により行います。

【源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額】

（注） 算出した所得税及び復興特別所得税の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

※1　合計税率の計算式

　
※2　所得税率に応じた合計税率の例

※3　具体的事例：報酬・料金として888,888円を支払った場合（所得税率10％の場合）
　888,888円　×　10.21％　＝　90,755.4648円（1円未満切捨て）　⇒　90,755円
　

　給与等については、平成25年分以後の源泉徴収税額表に基づき、所得税と復興特別所得税の合計額を徴収し、1枚の所得
税徴収高計算書（納付書）で納付します。
（注） 平成25年分以後の源泉徴収税額表は、国税庁ホームページに掲載しています（税務署からも年末調整を行う時期に配布する予定です。）。

　給与等から源泉徴収する税額は、所得税と復興特別所得税の合計額となっておりますので、年末調整も所得税と復興特別
所得税の合計額で行います。
 

復興特別所得税の源泉徴収のあらまし復興特別所得税の源泉徴収のあらまし復興特別所得税の源泉徴収のあらまし
（平成25年1月以降の源泉徴収）（平成25年1月以降の源泉徴収）（平成25年1月以降の源泉徴収）

○国税庁ホームページでは税に関する情報を提供しています。　【www.nta.go.jp】
○源泉所得税の納付は電子納税で！
　　　　　　　　e-Tax（イータックス）ホームページ　　【www.e-tax.nta.go.jp】

1 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額

2 給与等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収

3 年末調整

支払金額等　×　合計税率（％）（※）　=　源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額（注）

合計税率（％） ＝ 所得税率（％） × 102.1％

所得税率（％）

合計税率（％）
（所得税率（％）×102.1％） 5.105 7.147 10.21 15.315 16.336 18.378 20.42

5 7 10 15 16 18 20

（支払金額）　（合計税率） （算出税額） （源泉徴収税額）
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納税証明書の交付請求は便利なe-Taxで！
◆e-Taxを利用して納税証明書を交付請求できます。
　手数料が安価です。１税目１年度１枚（１ファイル）370円です。　※通常は400円です。

◆e-Taxで交付請求した場合の納税証明書の受け取り方法は、次のとおりです。
　○納税証明書（書面）を税務署窓口で受け取る
　　ご本人であることを確認できるもの及び受付番号が分かるものを持参してください。
　　また、代理人による受取も可能です（委任状が必要となります。）

　○納税証明書（書面）を郵送で受け取る
　　　手数料及び郵送料をインターネットバンキング等により電子納付すれば、税務署に

出向くことなく、納税証明書を郵送で受け取ることができます。

　○電子納税証明書（電子ファイル）を取得
　　　電子納税証明書（電子ファイル）を取得すれば、何度でもお使いいただけますので、

複数の提出先に送信可能です。

　　　なお、電子納税証明書（電子ファイル）を請求される場合は、あらかじめ提出先等
に対して、電子納税証明書（電子ファイル）の提出が可能かどうかご確認ください。

　　※詳しくは、e-Taxホームページ（www.e-tax.nta.go.jp）でご確認ください。

納税者
①納税証明書
　交付請求書の作成

税務署
③納税証明書の
　発行

インターネットで
お気軽に！

②e-Tax
　への送信

交付請求書

納税証明書

④書面の受取
　又は
　電子ファイルの
　取得

④書面の受取
　又は
　電子ファイルの
　取得

④書面の受取
　又は
　電子ファイルの
　取得
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